
 Teach For Japanにおける「⼈を対象 
 とする研究」ガイドライン 

 1.「研究倫理指針」と「ガイドライン」の遵守 
 団体に所属する研究者が⼈を対象とする実験、観察、調査等の研究(以下、「⼈を対象とす 
 る研究」と呼ぶ)を実施しようとするときは、「Teach For Japan 研究倫理指針」に基づ 
 き、同「研究倫理指針」および、この「ガイドライン」を遵守して⾏わなければならない。 
 さらに「  プライバシーポリシー  」その他、国と地域の関係法令、規則等、所属学会等の規 
 程、指針等を遵守して⾏うものとする。 

 2.「⼈を対象とする研究」の定義 
 「⼈を対象とする研究」とは個⼈または集団から、その対象者本⼈の個⼈情報、⾏動、経 
 験、価値観、信条、学歴、職歴、経済状況、環境、⼼⾝の状態等に関する情報・データを、 
 実験、観察、調査(インタビュー、質問紙調査の類)等の臨床的・臨地的⽅法により収集・採 
 取して⾏う研究活動をいう。 

 3.⼈権と福祉の尊重 
 「⼈を対象とする研究」を実施するときは、個⼈の⽣命、尊厳、⼈権の尊重と福祉に⼗分配 
 慮して⾏わなければならない。研究は安全性を確保した上で、科学的かつ妥当な⽅法によっ 
 て⾏われ、研究の過程で研究対象となる⼈が受ける精神的・⾁体的な負担と苦痛の軽減に努 
 めなければならない。 

 4.インフォームド・コンセント 
 (1)研究対象者には、研究の趣旨と⽅法を説明し、研究への協⼒と研究成果の公表について 
 あらかじめ同意を得なければならない。 
 (2)同意を確認することができない場合は、研究対象者の権利を代弁・保護できる⼈物の同 
 意を得ることとする。 

 5.研究成果公表時の配慮 
 (1)研究成果の公表に際しては、プライバシーの保護に⼗分配慮しなければならない。ま 
 た、個⼈名や学校・団体名、地名などを実名にする場合は、あらかじめ承諾を得なければな 
 らない。 
 (2)個⼈の特定できる写真、映像等を公表する場合はあらかじめ、研究の対象となる本⼈な 
 いしその保護者、責任者の承諾を得なければならない。その保護者、責任者の承諾を得なけ 
 ればならない。ウェブ上に公表する場合は、特にウェブ上で公表することについても承諾を 
 得なければならない。 

https://teachforjapan.org/privacypolicy/#:~:text=%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%AD%89%E3%81%AF,%E8%80%85%E3%81%AB%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82


 6.研究データの保存 
 (1)研究データ(実験・観察記録ノート、実験データ、その他研究資料等)は、研究者等(「 
 Teach For Japan 研究倫理指針」に規定する者をいう。以下同じ。)⾃⾝の責任において管 
 理保存する。 

 (2)研究データの保存期間、保存⽅法及び廃棄⽅法 
 (2-1)保存期間 
 研究データは、原則として5年間保存する。 
 (2-2)保存⽅法 
 研究データは、法令・指針等に従い、以下の安全管理措置を取って保存する。 

 種類  形式・形態  保存⽅法 

 資料 
 (情報、データ) 

 デジタルデータ  電⼦データ  外部からのアクセスを遮 
 断した 
 環境で保存(データを保 
 存した外 
 付け HDD や USB 等 
 は、キャビ 
 ネット等に施錠して保 
 存) 

 アナログ資料  紙媒体資料  事務局内のキャビネット 
 に施錠して保存 

     ※データ化したアナログ資料は、シュレッダーなどで破棄する。 

 (2-3)廃棄⽅法 
 研究データの廃棄は、シュレッダー処理、データの削除等、研究データに応じて、 
 復元不可能な状態にして⾏う。 

 (3)研究データの開⽰ 
 研究者等は、要請があった場合には、趣旨に応じて研究データの開⽰を⾏わなければならな 
 い。 

 附 則 
 このガイドラインは、令和5年5⽉19⽇から施⾏する。 


